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1 0月から11月にかけて、各常任委員会では
行政視察を実施しました。

詳しい内容は、次号の議会だよりで報告します。

・令和 8 年 1 月 25 日 （日曜日）　午前 10 時～　湖東地区コミュニティセンター
・令和 8 年 1 月 30 日 （金曜日）　午後   7   時～　茅野市中央公民館　2階学習室
・令和 8 年 2 月   6   日 （金曜日）　午後   7   時～　ゆいわーく茅野　3階集会室
・令和 8 年 2 月   8  日 （日曜日）　午前 10 時～　玉川地区コミュニティセンター
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
億
６
５
４
万
９
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
０
９

億
５
︐２
５
８
万
１
千
円
と
す
る
も
の
。

議
案
第
59
号

令
和
７
年
度
茅
野
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
︐０
０
１
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
50
億

１
︐９
５
７
万
円
と
す
る
も
の
。

議
案
第
60
号

令
和
７
年
度
茅
野
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
︐１
３
０
万
１
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
11
億

２
︐６
８
７
万
９
千
円
と
す
る
も
の
。

議
案
第
61
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

　
歳
入
決
算
額
は
、
３
０
５
億
１
︐１
９
２

万
１
︐１
３
２
円
。
歳
出
決
算
額
は
、

２
９
５
億
１
︐８
８
３
万
９
︐１
５
６
円
。
歳

入
歳
出
差
引
残
額
は
、
９
億
９
︐３
０
８
万

１
︐９
７
６
円
と
な
り
、
翌
年
度
へ
繰
り
越

す
べ
き
財
源
１
億
５
０
７
万
７
︐０
０
０
円

を
差
し
引
き
、
実
質
収
支
額
は
、
８
億

８
︐８
０
０
万
４
︐９
７
６
円
。

全会
一致で

可
決

全会
一致で

可
決

賛成
多数で

認
定

予
算
決
算
委
員
会

（
９
月
９
日
、
11
日
、
12
日
）

委
員
長　

木
村　
明
美

議
案
第
58
号

令
和
７
年
度
茅
野
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に

つ
い
て

全会
一致で

可
決

　
反
対
討
論　

　
一
番
の
理
由
は
、
令
和
６
年
度
当
初
予
算

の
反
対
理
由
に
対
し
て
改
善
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
。
地
方
の
町
で
、
市
民
の
足
の
確

保
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
大
胆
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
す
る
が
、
の
ら

ざ
あ
が
乗
り
入
れ
て
い
な
い
空
白
地
帯
が
あ

り
、
令
和
４
年
の
運
行
開
始
か
ら
、
改
善
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
の
ら
ざ
あ
の
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
、
最
新
の
Ａ
Ｉ
と
言
う
が
、
未

だ
に
不
具
合
が
あ
り
、
改
善
で
き
て
い
な
い

状
況
に
あ
る
。
契
約
の
見
直
し
も
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
交
流
人
口
・
関
係
人
口

の
創
出
の
た
め
の
国
の
補
助
事
業
だ
か
ら
と

い
う
説
明
で
は
、
本
当
に
そ
の
事
業
が
市
民

益
に
な
っ
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
り
、
本
当

に
市
民
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
か
の
検
証
が

必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
金
の
取
崩
し
の

な
い
決
算
に
な
っ
た
こ
と
は
評
価
を
す
る
が
、

繰
越
金
が
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財

政
が
厳
し
い
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
話
す
こ
と

は
市
民
が
委
縮
す
る
。
厳
し
い
状
況
を
伝
え

る
の
は
当
た
り
前
こ
と
で
は
あ
る
が
、
伝
え

方
に
は
一
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

令
和
７
年
度
か
ら
事
務
事
業
評
価
を
行
う
と

の
こ
と
で
安
心
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前

の
対
応
に
は
疑
問
が
残
る
。

　
賛
成
討
論　

　
議
会
の
役
割
は
、
一
会
計
年
度
の
歳
入
歳

出
予
算
の
執
行
の
実
績
で
あ
る
決
算
に
つ
い

て
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
た
上
で
、
収
入
・

支
出
が
適
法
か
つ
正
当
に
行
わ
れ
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
決
算
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、

議
会
と
し
て
、
関
係
法
規
に
対
す
る
適
合
関

係
、
計
数
的
な
整
合
に
留
ま
ら
ず
、
過
去
の

財
政
運
営
を
通
じ
て
問
題
点
を
発
見
し
、
将

来
の
財
政
運
営
に
反
映
さ
せ
る
と
い
っ
た
視

点
か
ら
も
検
討
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
予
算
決
算
委
員
会

に
お
い
て
は
、
各
事
業
に
お
い
て
細
部
ま
で

質
疑
が
及
ん
だ
が
、
市
側
か
ら
懇
切
丁
寧
な

説
明
が
あ
り
、
決
定
さ
れ
た
予
算
に
対
し
て

適
法
か
つ
正
当
に
予
算
が
執
行
さ
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
当
初
見
込
ん
で
い

た
基
金
か
ら
の
繰
入
に
頼
ら
ず
に
決
算
で
き

た
こ
と
も
評
価
す

る
。
一
方
で
、
実

質
単
年
度
収
支
に

つ
い
て
は
１
億

８
︐４
０
０
万
円

程
度
の
赤
字
に
な

っ
て
い
る
た
め
、

今
後
と
も
行
財
政

改
革
を
一
層
推
し

進
め
て
い
た
だ
く

こ
と
を
期
待
す
る
。

議
案
第
62
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

歳
入
決
算
額
は
、
49
億
４
︐６
７
２
万

１
８
０
円
、
歳
出
決
算
額
は
、
48
億

２
︐９
５
８
万
３
︐１
０
６
円
。
歳
入
歳
出
差

引
残
額
は
、
１
億
１
︐７
１
３
万
７
︐０
７
４

賛成
多数で

認
定

茅
野
市
議
会
令
和
７
年
９
月
定
例
会
は
、

８
月
26
日
（
火
）
か
ら
９
月
22
日
（
月
）

ま
で
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

令
和
７
年
９
月
定
例
会

委
員
会
に
お
け
る

主
な
議
案
の
審
査

９
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

　
９
月
定
例
会
で
は
、
市
提
出
議
案
21
件
、

議
員
提
出
議
案
３
件
、
陳
情
２
件
を
審
議
し

ま
し
た
。
主
に
前
年
度
の
各
事
業
の
決
算
を

審
議
す
る
こ
と
か
ら
「
決
算
議
会
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

　
９
月
定
例
会
の
各
常
任
委
員
会
で
は
、
委

員
会
付
託
を
省
略
し
た
議
案
を
除
き
、
契
約
、

市
道
認
定
、条
例
改
正
、補
正
予
算
、各
会
計

の
決
算
、陳
情
、意
見
書
案
を
審
査
し
ま
し
た
。

予算決算委員会の様子
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定例会委員会審査

議
案
第
65
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
下
水
道
事
業
会
計
決
算

の
認
定
及
び
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て

全
会
一
致
で

議
案
第
66
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
米
沢
鋳
物
師
屋
財
産
区

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

全
会
一
致
で

議
案
第
67
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
湖
東
白
井
出
財
産
区
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

全
会
一
致
で

議
案
第
68
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
豊
平
下
菅
沢
財
産
区
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

全
会
一
致
で

議
案
第
69
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
泉
野
大
日
影
財
産
区
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

全
会
一
致
で

総
務
環
境
委
員
会
（
９
月
16
日
）

委
員
長　

梯　
泰
弘

議
案
第
52
号

令
和
７
年
度
（
仮
称
）
茅
野

駅
前
賑
わ
い
交
流
拠
点
施
設

整
備
工
事
の
請
負
契
約
に 

つ
い
て

　
（
仮
称
）
茅
野
駅
前
賑
わ
い
交
流
拠
点
施

設
を
整
備
す
る
た
め
の
請
負
契
約
に
つ
い
て
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

認
定・可
決

認
定・可
決

認
定

認
定

認
定

全会
一致で

可
決

問
仕
様
が
未
確
定
の
中
で
予
定
価
格
を
ど

の
よ
う
に
積
算
し
た
の
か
。

答
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
提
案
に
基
づ
く
見
積
り

を
基
礎
と
し
、
令
和
５
年
度
の
調
査
等

も
踏
ま
え
算
定
し
た
。

問
応
募
が
１
社
で
比
較
が
で
き
な
い
中
、契

約
額
の
妥
当
性
は
ど
う
担
保
し
た
の
か
。

答
提
案
に
基
づ
く
見
積
り
で
契
約
す
る
手

続
で
あ
り
、
令
和
５
年
度
調
査
で
も
経

費
を
検
証
し
て
お
り
妥
当
と
判
断
し
た
。

問
ベ
ル
ビ
ア
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
に
近
い
奥

の
区
画
は
今
回
の
整
備
範
囲
に
含
ま
れ

る
か
、
ま
た
今
後
の
活
用
予
定
は
あ
る
の
か
。

答
当
該
部
分
は
、
ベ
ル
ビ
ア
の
バ
ッ
ク
ヤ

ー
ド
で
あ
り
今
回
は
範
囲
外
。
今
後
に

つ
い
て
は
、
株
式
会
社
ベ
ル
ビ
ア
と
の
協
議

事
項
と
な
る
。

問
設
計
が
進
む
中
で
契
約
金
額
と
の
乖
離

が
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

答
設
計
を
進
め
な
が
ら
詳
細
を
協
議
す
る

た
め
、
細
部
は
市
も
参
画
し
て
協
議
し

て
い
く
。

問
施
工
と
運
営
を
別
契
約
に
し
た
理
由
は

何
か
。

答
運
営
は
指
定
管
理
を
予
定
し
て
お
り
、

条
例
制
定
の
必
要
が
あ
る
た
め
、
設
計

が
進
ま
な
い
と
条
例
案
が
作
れ
ず
、
今
回
は

施
工
と
運
営
を
分
け
た
。

問
施
工
と
運
営
の
一
体
性
は
ど
の
よ
う
に

担
保
す
る
の
か
。

答
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
で
選
定
後
に
相
手
方
と

基
本
協
定
を
締
結
し
、
一
体
的
に
進
め

る
旨
を
規
定
し
て
担
保
し
て
い
る
。

円
と
な
り
、
同
額
が
実
質
収
支
額
と
な
っ
た
。

　
反
対
討
論　

　
物
価
上
昇
の
中
で
国
保
税
を
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
況
は
分
か
る
が
、
税
の
割
り

振
り
に
工
夫
が
必
要
と
考
え
る
。
子
ど
も
子

育
て
支
援
で
負
担
が
増
え
る
。
国
保
税
は
子

ど
も
が
多
い
家
庭
ほ
ど
高
く
な
る
。
国
保
税

が
上
が
る
こ
と
に
よ
り
税
の
占
め
る
割
合
が

増
え
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
被
保
険
者
の
負
担

が
増
え
て
い
る
。
税
の
負
担
の
割
り
振
り
に

に
工
夫
が
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。

　
賛
成
討
論　

　
反
対
討
論
の
中
で
、
条
例
改
正
の
内
容
が

残
念
だ
っ
た
と
い
う
言
及
が
あ
っ
た
。
議
会

に
お
い
て
、
決
算
審
査
の
上
で
重
視
す
べ
き

事
項
は
、
条
例
の
内
容
の
良
し
悪
し
で
は
な

く
、
定
め
ら
れ
た
条
例
に
沿
っ
た
適
法
性
、

正
当
性
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
改
正
前

の
条
例
に
従
っ
た
予
算
執
行
が
さ
れ
て
い
れ

ば
、
逆
に
不
認
定
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
う
が
、
決
算
の
内
容
を
審
査
し
、
収

入
・
支
出
が
適
法
か
つ
正
当
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
。

そ
の
他
各
会
計
の
決
算
議
案

議
案
第
63
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

全
会
一
致
で

議
案
第
64
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
水
道
事
業
会
計
決
算
の

認
定
及
び
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て

全
会
一
致
で

認
定

認
定

問
事
業
が
頓
挫
し
た
場
合
、
市
が
利
用
者

対
応
や
費
用
負
担
を
す
る
こ
と
に
な
る

の
か
。

答
施
設
は
残
る
た
め
、
新
た
な
指
定
管
理

者
の
公
募
や
直
営
等
を
検
討
す
る
こ
と

と
な
る
。

問
支
払
方
法
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答
前
払
い
、
ま
た
は
部
分
払
い
が
可
能
。

議
案
第
56
号

茅
野
市
職
員
の
勤
務
時
間
及
び

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
等
の 

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
制
限
対
象
の
範
囲

の
拡
大
や
、
子
の
年
齢
に
応
じ
た
柔
軟
な
働

き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
の
拡
充
、
仕

事
と
介
護
の
両
立
を
支
援
す
る
措
置
の
拡
充

を
行
う
た
め
に
、
関
係
条
例
の
改
正
を
行
う

も
の
。

問
任
命
権
者
の
責
務
が
読
み
取
り
に
く
い

が
、
根
拠
法
で
は
ど
の
よ
う
な
組
み
立

て
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
元
と
な
る
法
律
も
同
様
の
組
み
立
て
で

あ
る
。

問
今
回
の
改
正
に
よ
る
制
度
が
確
実
に
実

施
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

答
職
員
を
守
る
と
の
市
長
発
言
も
日
頃
か

ら
あ
り
、
働
き

や
す
い
環
境
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
行
く

考
え
で
あ
る
。

全会
一致で

可
決
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経
済
建
設
委
員
会
（
９
月
17
日
）

委
員
長　

小
尾　
一
郎

議
案
第
53
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
玉
川
神
之
原
・
粟
沢
地
籍
）

　
道
路
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、

宅
地
開
発
に
伴
う
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

問
今
回
の
宅
地
造
成
は
、
開
発
面
積
が

３
千
㎡
未
満
で
は
あ
る
が
、
隣
接
し
て

連
続
し
た
開
発
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
体
で

３
千
㎡
の
宅
地
造
成
に
も
見
え
る
が
、
開
発

行
為
に
は
該
当
し
な
い
の
か
。

答
開
発
行
為
の
許
可
権
者
は
県
の
た
め
、

県
に
も
確
認
を
し
た
。
今
回
の
造
成
は
、

隣
地
と
は
開
発
事
業
者
が
異
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
今
回
の
造
成
に
伴
っ
て
隣
接
地
に
手

を
加
え
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
開
発
行
為
に

は
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

問
そ
の
基
準
が
一
連
の
判
断
基
準
と
捉
え

て
い
い
の
か
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
ケ

ー
ス
で
は
県
と
連
携
し
て
い
る
の
か
。

答
開
発
面
積
が
３
千
㎡
未
満
の
場
合
は
、

開
発
行
為
の
許
可
を
要
し
な
い
が
、
今

回
の
よ
う
な
連
続
す
る
開
発
は
、
そ
の
都
度
、

県
が
判
断
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
県

は
、
開
発
行
為
ご
と
に
そ
の
状
況
に
応
じ
て

判
断
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
。
県
と
の
連
携

に
つ
い
て
は
、
市
に
開
発
関
係
の
相
談
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
県
に
も
相
談
を
す
る
よ
う

全会
一致で

可
決

に
紹
介
し
て

い
る
。
市
で

も
過
去
に
開

発
行
為
が
あ

っ
た
個
所
は

把
握
し
て
い

る
の
で
、
今

回
の
よ
う
な

場
合
は
、
県

に
も
情
報
提

供
や
相
談
を
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
。
道
路

に
つ
い
て
は
、
移
住
推
進
の
観
点
か
ら
も
、

市
道
と
し
て
引
き
取
れ
る
条
件
の
基
準
は
あ

る
が
、
可
能
な
も
の
は
市
道
と
し
て
管
理
を

し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
今
ま
で
の
も
の
は
開
発
地
内
で
の
行
き

止
ま
り
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
道
路
は

完
成
後
に
既
存
の
道
路
と
接
続
し
、
通
り
抜

け
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

道
路
管
理
や
安
全
管
理
上
、
今
ま
で
と
異
な

る
点
が
あ
る
の
か
。

答
今
回
の
場
合
は
、
抜
け
道
と
し
て
の
利

用
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
規

制
や
標
識
の
設
置
は
計
画
し
て
い
な
い
。
今

後
の
使
わ
れ
方
に
よ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ

て
対
応
し
た
い
。

問
認
定
し
た
後
も
基
本
的
に
は
維
持
管
理

は
居
住
者
に
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と

だ
と
思
う
が
、
今
回
の
公
道
同
士
を
結
ぶ
部

分
に
つ
い
て
の
維
持
管
理
費
用
や
管
理
主
体

は
ど
う
な
る
の
か
。

答
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
側
溝
や
舗
装

面
は
市
で
管
理
を
し
て
い
く
が
、
道
路

に
出
て
く
る
宅
地
内
の
草
な
ど
は
、
道
路
機

能
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
宅
地
の
所
有
者
や

隣
接
者
で
管
理
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

福
祉
教
育
委
員
会
（
９
月
17
日
）

委
員
長　

木
村　
か
ほ
り

議
案
第
57
号

茅
野
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
の
適
用
除
外
要
件
に
基
づ

き
、
関
係
規
定
を
整
備
す
る
も
の
。

問
国
保
の
被
保
険
者
で
な
く
て
も
、
扱
い

は
変
わ
ら
な
い
の
か
。

答
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
、
被
保
険
者
証

に
代
わ
る
受
給
券
が
発
行
さ
れ
、
窓
口

負
担
は
な
い
。
保
険
適
用
分
は
国
費
で
賄
わ

れ
る
た
め
、
適
用
除
外
と
し
て
も
対
象
児
童

に
不
利
益
は
生
じ
な
い
。

問
ど
の
よ
う
な
方
が
対
象
で
、
な
ぜ
こ
の

時
期
の
改
正
な
の
か
。

答
扶
養
義
務
者
が
い
な
い
児
童
が
適
用
除

外
の
対
象
と
な
る
。
時
期
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
状
況
と
な
り
得
る
事
例
が
あ
り
、

他
市
町
村
の
状
況
等
を
勘
案
し
、こ
こ
で
条
例

を
改
正
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

陳
情
10
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ド
」
の
改
善

を
求
め
る
陳
情
書

全会
一致で

採
択

全会
一致で

採
択

　
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
学
び
を
保
障
す
る

た
め
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
オ
ー
バ
ー
ロ
ー

ド
」（
学
校
に
お
け
る
教
育
、
学
習
内
容
が
、

質
、
量
共
に
過
剰
、
過
密
と
な
る
こ
と
で
、

児
童
、
生
徒
や
教
員
に
過
度
に
物
理
的
、
精

神
的
な
負
担
が
か
か
っ
て
い
る
状
態
）
の
早

期
改
善
、
及
び
学
習
指
導
要
領
内
容
の
精
選

等
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
を
、
政
府

関
係
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
陳
情
。

　
委
員
会
で
の
意
見　

○ 

主
に
教
職
員
の
働
き
方
や
処
遇
改
善
を
訴

え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
学
習
指
導
要

領
の
精
選
と
教
職
員
の
働
き
方
改
革
を
別

に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
採
択
。

〇 

学
校
現
場
の
教
職
員
か
ら
見
た
状
況
か
ら

の
陳
情
で
あ
り
、
市
側
の
説
明
で
も
現
場

に
課
題
が
あ
り
、
改
善
の
一
助
に
な
る
と

思
う
。
反
対
す
る
理
由
が
な
い
の
で
採
択
。

〇 

児
童
、
生
徒
と
教
職
員
の
負
担
が
、
学
び

の
質
の
低
下
と
同
様
の
問
題
だ
と
感
じ
る
。

日
本
だ
け
で
な
く
世
界
的
に
も
問
題
視
さ

れ
て
お
り
、
現
場
の
声
の
た
め
採
択
。

〇 

教
職
員
の
処
遇
改
善
を
言
う
こ
と
で
、

「
子
ど
も
の
た
め
」と
い
う
内
容
が
弱
く
感

じ
る
が
、
趣
旨
は
理
解
で
き
る
た
め
採
択
。

〇 

国
も
こ
の
問
題
の
改
善
を
検
討
し
て
い
る

と
の
報
道
が
出
て

い
る
た
め
改
善
の

方
向
に
あ
る
と
思

う
が
、
今
回
の
陳

情
は
現
場
の
声
で

あ
る
た
め
採
択
。

現地調査の様子



5　　ちの市議会だより　第 55 号

令和 7 年 9 月定例会一般質問通告一覧 ①
 一般質問における実際のやりとり、市側の答弁については、記載の QR コードから動画でご覧いただけます。

質問者 件　　　名 小項目・動画 QR コード

佐々木　美智子

1
まちづくりにおける公共交
通施策の位置づけと今後の
投資方針

（1） まちづくりにおける公共交通施策の位置づけについて
（2） 公共交通施策への投資方針について

　2 学校再編後を見据えた市全
体の未来づくり

（1） 地域対話から見えてくることについて
（2） 学校の在り方における庁内横断的な体制について
（3） 教育課題にとどまらず未来を描く必要性について

木村　明美

3
令和 7 年 10 月からの公共
施設使用料改定に伴う施設
使用の運用について 　

（1） 温泉施設の運用面での変更及び改定の周知について
（2） 市民活動センターの運用面での変更及び改定の周知について
（3） 中央公民館の運用面での変更及び改定の周知について
（4） スポーツ施設の運用面での変更及び改定の周知について
（5） 学校施設の運用面での変更及び改定の周知について

樋口　敏之

4 DX 基本計画の取組状況に
ついて

（1） 庁内 DX の現状と展望について
（2） 庁内 DX の推進における情報システムの管理体制について

　

竹内　巧

5 茅野市ゼロカーボン戦略の
進捗について

　

（1） 茅野市ゼロカーボン戦略の進捗状況について
（2） 促進区域の抽出状況について
（3） 本市が有する課題を地球温暖化対策と同時に解決していく具

体的な施策について
（4） 市民を巻き込んだ温暖化対策と市民意識の醸成に向けた取組

について
（5） 2030 年度の目標に向けた重点施策について

東城　源

6 小学校のあり方について
（1） 小学校のあり方検討の経過について
（2） 地域対話の包括について
（3） 今後の進め方について 　

木村　かほり

7

住民自治を目的としたパー
トナーシップのまちづくり
の再構築の具体的な取組に
ついて

　

（1） 公民館、分館の役割と地縁団体や住民との協働について
（2） 地区コミュニティセンターの役割と住民との協働について
（3） 住民自治を支援するための仕組みづくりについて

8

行財政改革に伴う公共施設
使用料改定や施設廃止によ
る市民生活への影響と支援
策について

（1） 温泉施設を利用する障がいを持つ方への影響と対策について
（2） 市民活動センター、地区コミュニティセンターを利用する方

への影響と対策について
（3） 中央公民館を利用する方への影響と対策について
（4） 市営プールの廃止、民間譲渡による影響について

両角　直樹

9 健康寿命を延ばすための施
策について

（1） 生活習慣病への対策について
（2） がん検診の受診率について
（3） 介護予防・フレイル予防について
（4） 地域包括ケアシステムの現状と今後について
（5） デジタル田園健康特区を活かした施策について 　

茅野市の課題を問う!
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令和 7 年 9 月定例会一般質問通告一覧 ②

みなさんもぜひ傍聴に
お越しください！

　市議会の本会議及び各常任委員会はどなたでも 

傍聴できます。予約の必要はありません。

　本会議の傍聴を希望される方は、直接議会棟 3 階

までお越しください。なお、委員会の傍聴をご希望の

方は、事前に議会事務局までご連絡をお願いします。

質問者 件　　　名 小項目・動画 QR コード

伊藤　勝

10 指定管理者制度のあり方に
ついて

　

（1） 発足時の文化の拠点としての考えをどのように捉え、今後の
展開をどのように考えているか

（2） 指定管理者制度として市と㈱地域文化創造との関係は

11 環八ヶ岳構想の今後の展開
について

（1） 環八ヶ岳構想の目指すものは
（2） 環八ヶ岳構想の現況は
（3） 推進体制はどのようになっているか
（4） 八ヶ岳のビジターセンターの設置の考えは

野沢　明夫

12 暑さ対策について
（1） 市内施設の冷房設置の状況及び運用基準は
（2） 学校での授業や部活における熱中症対策は
（3） 学校プール利用の現状と対策は

　13 諏訪 6 市町村における水
平的連携について

（1） 技術職の人手不足の現状と土木、道路、上下水道などの分野
での広域的連携の可能性は

（2） 消防、介護保険、救護施設などの広域連合運営以外に考えら
れる事務の研究や調査は行われているか

（3） 小中学校教育の広域化や県の一本化の可能性はあるか
（4） DX 活用の連携分野はあるか

向山　平和

14 子どもの目の健康について
　

（1） 小中学生の目の健康状態の状況について
（2） 目の健康維持のための取組について
（3） 保護者への注意喚起について
（4） 子どものスマホ等の使用ルールの策定について

両角　実晃

15
レイクリゾート構想基本方
針と環八ヶ岳連携構想の今
後の展開について

（1） 「蓼科・白樺高原レイクリゾート構想基本方針」の策定のね
らいについて

（2） 「蓼科・白樺高原レイクリゾート構想基本方針」の今後の展
開について

（3） 「環八ヶ岳連携構想」がどのような形で推進されるのか
（4） 「環八ヶ岳連携構想」と「蓼科・白樺高原レイクリゾート構

想基本方針」との関係性について
　

梯　泰弘

16
社会構造の変化に伴う地域
コミュニティへの影響及び
今後の展望について 　

（1） パートナーシップのまちづくりにおける地域コミュニティの
位置付けについて

（2） 地域コミュニティに対する現状把握について
（3） 社会構造の変化に伴う地域コミュニティへの影響について
（4） 支援体制について
（5） 今後の展望について

望月　克治

17 デジタル田園健康特区の取
組について

（1） 今年度行われる実証調査はどのようなものですか
（2） これまでの実証調査を通して、市が取り入れた事業で特徴的

なものは何ですか

　

18
健康保険証が廃止された現
在の医療機関受診時の対応
について

（1） 健康保険証の廃止や、マイナカードの更新について、問い合
わせはありますか

（2） 後期高齢者には、被保険者に「資格確認書」が送付されてい
ますが、被保険者や医療機関からの問い合わせはありますか

19
スワコエイトピークスミド
ルトライアスロン 2025
について

（1） 過去の反省を活かす取組はされましたか
（2） 大会前や当日、市への問い合わせや苦情はありましたか
（3） 茅野市にとって大会が益となる面、不利益となる面はどんな

ことが考えられますか

12 月定例会本会議予定
11 月 28日（金）　　開会、提案説明
12月   9 日（火）～　一般質問
12月 19日（金）　　委員長報告、採決、閉会
※変更となる場合があります。
　日程は、確定後に議会ホームページに掲載します。
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令和 7 年 9 月定例会 陳情・議員提出議案 採決結果

番　号 表　　題 提出者 付託先
委員会等 議決結果

陳情９ 国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視する
ことに関する陳情

社会の歪を鋭く追及政策提言する
世直し集団「一輪のバラの会」 議場配布 ―

陳情 10 「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める陳情書 長野県教職員組合諏訪支部 福祉教育
委員会 採択

議員提出
議第 19 号 「カリキュラム・オーバーロード」の改善を求める意見書

木村かほり議員　両角直樹議員
渋澤務議員　野沢明夫議員
伊藤勝議員　両角実晃議員

付託省略 可決

議員提出
議第 20 号

医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置を
全て廃止し、福祉医療給付制度を国の制度として確立する
ことを求める意見書

望月克治議員　伊藤勝議員
向山平和議員

福祉教育
委員会 継続審査

議員提出
議第 21 号 令和８年度診療報酬改定で大幅引き上げを求める意見書 望月克治議員　伊藤勝議員

向山平和議員
福祉教育
委員会 継続審査

令和 7 年 9 月定例会 市提出議案 議決結果
番　号 件　　名 付託先委員会等 議決結果

議案第 51 号 令和７年度茅野市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求めること
について 付託省略 承認

議案第 52 号 令和７年度（仮称）茅野駅前賑わい交流拠点施設整備工事の請負契約について 総務環境委員会 可決

議案第 53 号 市道路線の認定について（玉川神之原・粟沢地籍） 経済建設委員会 可決

議案第 54 号 茅野市等公平委員会委員選任の同意を求めることについて 付託省略 同意

議案第 55 号 茅野市教育委員会委員任命の同意を求めることについて 付託省略 同意

議案第 56 号 茅野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について 総務環境委員会 可決

議案第 57 号 茅野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 福祉教育委員会 可決

議案第 58 号 令和７年度茅野市一般会計補正予算（第３号）について 予算決算委員会 可決

議案第 59 号 令和７年度茅野市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 予算決算委員会 可決

議案第 60 号 令和７年度茅野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 予算決算委員会 可決

議案第 61 号 令和６年度茅野市一般会計歳入歳出決算の認定について 予算決算委員会 認定

議案第 62 号 令和６年度茅野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 予算決算委員会 認定

議案第 63 号 令和６年度茅野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 予算決算委員会 認定

議案第 64 号 令和６年度茅野市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について 予算決算委員会 認定・可決

議案第 65 号 令和６年度茅野市下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について 予算決算委員会 認定・可決

議案第 66 号 令和６年度茅野市米沢鋳物師屋財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 予算決算委員会 認定

議案第 67 号 令和６年度茅野市湖東白井出財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 予算決算委員会 認定

議案第 68 号 令和６年度茅野市豊平下菅沢財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 予算決算委員会 認定

議案第 69 号 令和６年度茅野市泉野大日影財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 予算決算委員会 認定

議案第 70 号 茅野市教育長任命の同意を求めることについて 付託省略 同意

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 付託省略 同意
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ちの市議会だより第56号は、3月1日発行予定です。

議場で行われる本会議は
ライブ中継と録画映像でご視聴いただけます。

茅野市議会 検索

　議場で行われる本会議は、下記の予定に合わせてビーナチャンネル（12Ch 茅野市コミュニティ放送）
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　また、同ホームページ内の『会議録検索システム』により、会議録の閲覧も
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令和 7 年 9 月定例会　賛否が分かれた議決結果
 ○…賛成　　●…反対　　※議長は採決には加わりません。
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61 令和６年度茅野市一般会計歳
入歳出決算の認定について

賛成多数により
可決 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

62
令和６年度茅野市国民健康保
険特別会計歳入歳出決算の認
定について

賛成多数により
可決 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

議
員
提
出

議
案 19 「カリキュラム・オーバーロ

ード」の改善を求める意見書
賛成多数により

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
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議会活性化特別委員会 （18名）
委員長　竹内　巧　　副委員長　渋澤　務

部会長　渋澤　務　　副部会長　両角直樹
委　員　佐々木美智子、机　博文、東城　源、
　　　　長田近夫、　小尾一郎、望月克治、
　　　　両角実晃

常任委員会検討部会（9名）
部会長　竹内　巧　　副部会長　木村明美
委　員　梯　泰弘、向山平和、木村かほり、
　　　　樋口敏之、野沢明夫、伊藤　勝、
　　　　矢島正恒

報酬検討部会（9名）

　新たな議会活性化特別委員会（全議員で構成）では、定数 16名となった時の常任委員会の構成や、時代
に即した議員報酬のあり方について検討するほか、議会基本条例の検討や議会活性化に向けた調査・研究を
行うこととしています。
　まず、特別委員会の中に「常任委員会検討部会」と「報酬検討部会」の２つの部会を設け（組織構成図参
照）、11月末を目途に部会としての考えをまとめ、特別委員会において再度熟議を重ねることとしています。
　10 月 15 日に開催した特別委員会では、検討の経過も含めた中間報告を行いました。両部会において
検討を重ねた上での報告でしたが、18名の目で見ることによって、深堀すべき点や新たな切り口での指摘
など、再調査を要する点をいくつか確認しました。全議員がそれぞれの思いの中で感じたことを表明し、議
論を交わすことで新たな課題が見えてくる…これこそが議会であると思います。
　両部会が抱える案件の先には、議会基本条例の検討と議会活性化に向けた調査・研究が控えています。
解決すべき課題は盛り沢山ですが、時間を掛けるべきところにはしっかり時間を費やし、「幸せを実感でき
る茅野市」を実現する一翼であり続ける議会を目指し、議員一丸となって取り組みます。
　なお、広報広聴委員会でも、市民との意見交換を新たな試みで実施する準備を進めているほか、常任委員
会の活動をお伝えできるようホームページの有効活用も考えており、活性化に繋がる取組を進めております。

組織
構成図


